
（ １ 年 保 存 ）  

  事 務 連 絡 

令和６年１月５日 

   

 日本赤十字社兵庫県支部 

  各地区分区 ご担当者 様   

 

                               日本赤十字社兵庫県支部 

                                     振  興 課 長 

 

「令和６年能登半島地震災害義援金」の受付開始について 

 

標記義援金について、下記のとおり受付けますのでお知らせいたします。 

ご寄付のお問合せがあった場合には、下記の口座をご案内ください。 

 

記 

 

１ 災害義援金名称 「令和６年能登半島地震災害義援金」 

 

 ２ 受付期間      

（１） 石川県支部 令和６年１月４日（木）～令和６年 12月 27日（金） 

（２） 本 社 令和６年１月５日（金）～令和６年 12月 27日（金） 

 

 ３ 災害義援金受付口 

（１）石川県支部 

  金融機関名  北國銀行 県庁支店 

     口 座 番 号  普通預金 ２８５８０ 

※口座名義は「日本赤十字社石川県支部 支部長 馳
はせ

 浩
ひろし

」 

     ※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

     ※受領証の発行を希望される場合は、石川県支部に下記内容を連絡してください。 

 

 

 

〒920-8201 石川県金沢市鞍月東２丁目 48番地 

 日本赤十字社石川県支部 総務課あて 

TEL：０７６－２３９－３８８０ FAX：０７６－２３９－３８８１ 

   

 

 

 

 

 

 

住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名 

及び支店名 



 

 

（２）本社 

ア ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 ００１５０―７―３２５４１１ 

口座加入者名 「日赤令和６年能登半島地震災害義援金」 

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に｢受領証希望｣とご記載ください。 

※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

イ メガバンク口座 

・三井住友銀行   すずらん支店  普通預金  ２７８７５０１ 

・三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店  普通預金  ２１０５４９３ 

・みずほ銀行    クヌギ支店   普通預金  ０６２０６６９ 

※口座名義はいずれも「日本
にほん

赤 十 字 社
せきじゅうじしゃ

」 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部（電話 03-4363-2056）

に下記内容をご連絡ください。 

 

 

 

 

４ 税制上の取扱いについて 

  個人については、所得税法第７８条第２項第１号、 地方税法第３７条の２第１項第１号及び

第３１４条の７第１項第１号に規定する寄附金、法人については、法人税法第３７条第３項

第１号の規定に基づく寄附金に該当します。 

 

５ その他 

（１）活動資金を支部へ送金いただく口座番号は、お知らせしないようにお願いします。 

（２）物品寄付については、受付けておりません。 

  （３）この災害義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者の

方々の生活支援に役立てられます。 

 

 

                      担当 日本赤十字社兵庫県支部 総務部 振興課 

                           TEL ０７８－２４１－８９２１  

FAX ０７８－２４１－６９９０ 

 

住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名 

及び支店名 

 


